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2021年 5月 20日 

各 位 

会社名  ＧＦＡ株式会社 
代表者名  代表取締役 片田 朋希 
（コード番号:  8783） 
問合せ先責任者  経営企画部 主任 西野 麻衣 
（TEL  03-6432-9140） 

 

「定款一部変更」及びに 

「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分」に関するお知らせ 
 

当社は、本日開催の取締役会において、下記の「定款一部変更の件」及び「資本金及び資本準備金の

額の減少並びに剰余金の処分の件」を2021年６月18日開催予定の第20期定時株主総会に付議すること

を決議しましたので、お知らせします。 

 

 

記 

１．定款の一部変更の件 

 

(1) 定款の変更理由 

①当社グループの強みを生かした新規事業の展開、業務範囲の拡大に備えるため、現行定款第２

条（目的）に新たな事業目的を追加するものであります。なお、この定款第２条の変更について

は、本総会終結の時をもって効力が発生するものといたします。 

 

②当社の発行可能株式総数は32,000,000株でありますが、2021年３月31日現在の当社発行済株式

総数は14,348,300株になっております。将来の事業拡大、機動的な資本政策を可能とするため、発

行可能株式総数を増加させるものであります。 

 

(2）定款の変更内容 
（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第1条 （条文省略） 
 
（目的） 
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

1.～9. （条文省略） 
10.上記事業に付帯関連する一切の事業 

（新設） 
（新設） 
（新設） 

 
 
第3条～第4条 （条文省略） 
 
（発行可能株式総数） 
第5条 当会社の発行可能株式総数は、32,000,000株と

する 
 
第6条～第45条 （条文省略） 

第1条 （現行どおり） 
 
（目的） 
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 
1.～9. （現行どおり） 
10.映像、ゲーム、音楽等のデジタルコンテンツの企画、

制作、製造、卸及び販売 
11.各種イベントの企画、運営、管理 
12.広告及びマーケティング、コンテンツ配信 
13.上記事業に付帯関連する一切の事業 
 

第3条～第4条 （現行どおり） 
 
（発行可能株式総数） 
第5条 当会社の発行可能株式総数は、56,000,000株とする 
 
第6条～第45条 （現行どおり） 

 

(3）日程 

定款変更のための株主総会開催日 2021年6月18日（金曜日） 

定款変更の効力発生日      2021年6月18日（金曜日） 
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2. 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 

 

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の目的 

当社は当事業年度末において繰越利益剰余金の欠損額2,055,300,698円を計上するに至ってお

ります。当該繰越欠損額を解消するとともに、税負担の軽減を図ることを目的としております。 

具体的には、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規定に基づき、資本金及び資本準備金

の額を減少し、これらをその他資本剰余金に振り替えるとともに、会社法第452条に基づき、増加

後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に切り替えることで、欠損補填を行うものであります。 

なお、払戻を行わない無償減資であり、発行済株式総数を変更することなく、資本金及び資本準

備金の額のみを減少いたしますので、株主の皆様の保有株式数に影響を与えるものではありませ

ん。また、当社の純資産に変更を生じるものでもございません。 

 

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少の内容 

①減少する資本金の額 

1,027,650,349円 

②減少する資本準備金の額 

1,027,650,349円 

 

(3) 剰余金の処分の内容 

 上記の資本金及び資本準備金の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金を繰越利益剰余金

に振り替えます。これにより、振替後の繰越利益剰余金の額は０円となります。 

①減少する剰余金の項目及びその額 

その他資本剰余金 2,055,300,698円 

②増加する剰余金の項目及びその額 

繰越利益剰余金  2,055,300,698円 

 

(4) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の日程（予定） 

①取締役会決議日 2021年5月20日 

②株主総会決議日 2021年6月18日（予定） 

③債権者異議申述公告日 2021年6月30日（予定） 

③債権者異議申述最終期日 2021年7月31日（予定） 

④効力発生日 2021年8月 1日 (予定) 

 

 

(5) 今後の見通し 

本件は純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更を生じるものでは

ありません。なお、本件は、2021年６月18日開催予定の第20期定時株主総会において承認可決される

ことを条件としております。 

  

 

以上 


